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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ-3-1-5 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・補正時からの変更箇所

東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

 

相違No. 相違理由

① 島根２号機では昭和55年の告示第５０１号を適用している

② 島根２号機では設計・建設規格を用いて原子炉格納容器の強度評価を実施している

③ 告示の適用年度による機器のクラス分類の相違

④ 島根２号機では代表例を記載している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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1. 概要

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（平成 25年 6月 28日 原子力規制

委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」という。）第 55条第

1項第 2号及び第 5号に規定されており，適切な材料を使用し，

十分な構造及び強度を有することが要求されている。 

本資料は，重大事故等クラス２機器である容器，管，ポンプ

及び弁並びに重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事

故等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により

重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある支持

構造物（以下「重大事故等クラス２支持構造物」という。）が十

分な強度を有することを確認するための強度評価の基本方針に

ついて説明するものである。 
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2. 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，技術基準規則第 55条（材料及び構

造）に規定されており，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（平成 25年 6月 19日 原規技発

第 1306194号）（以下「技術基準規則の解釈」という。）に従い，

設計基準対象施設の規定を準用する。 

また，技術基準規則の解釈第 17条 11において「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））

＜第 1編軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（日本

機械学会）又は「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版）＜第 1編軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2012」（日

本機械学会）によることとされているが，技術基準規則の施行

の際現に施設し，又は着手した設計基準対象施設については，

施設時に適用された規格によることと規定されている。同解釈

において規定されるＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007及びＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１-2012は，いずれも技術基準規則を満たす仕

様規定として相違がない。 

・申請年度の相違

【東海第二，柏崎 7】 

技術基準規則解釈の

改正により項番が変更

となっている 

よって，重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉

格納容器を除く。）及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス

１支持構造物を除く。）の評価は，基本的にＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ

１-2005/2007（以下「設計・建設規格」という。）による評価と

する。ただし，施設時の規格が「発電用原子力設備に関する構

造等の技術基準」（昭和 55 年 10月 30日 通商産業省告示第５

０１号）（以下「告示第５０１号」という。）の場合は，今回の

設計時において技術基準規則を満たす仕様規定とされている設

計・建設規格と告示第５０１号の比較を行い，いずれか安全側

の規格による評価を実施する。 

・適用規格の相違

【東海第二】 

島根２号機では昭和

55 年の告示第５０１号

を適用している（以下，

①の相違）

・適用規格の相違

【東海第二】 

①の相違
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クラス２機器又はクラス２支持構造物を同位クラスである重

大事故等クラス２機器又は重大事故等クラス２支持構造物とし

て兼用し，重大事故等の使用条件が設計基準の使用条件に包絡

され，クラス２機器又はクラス２支持構造物の既に認可された

工事計画の添付資料（以下「既工認」という。）における評価結

果がある場合は，材料，構造及び強度の要求は同じであること

から，その評価の適用性を確認し，既工認の確認による評価を

実施する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重大事故

等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物の評価は，

重大事故等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され，既

工認における評価結果がある場合は，その評価の適用性を確認

し，既工認の確認による評価を実施する。 

また，上述の評価条件がない場合は，設計・建設規格と告示

第５０１号の比較を行い，いずれか安全側の規格による評価を

実施する。 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号機では安全

側の規格による評価を

実施している 
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重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の評価は，

原子炉格納容器の既工事計画書の実績において重大事故等時の

評価ができるものにあっては，その評価結果を用いた評価がで

きることを確認し，評価結果の確認による評価を実施する。ま

た，Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に

おいて重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質の閉

じ込め機能評価として，重大事故等時の使用条件に十分余裕を

もった評価条件に対して設計・建設規格を準用して実施された

結果があるものについては，それら評価結果を用いた評価がで

きることを確認し，それら評価結果の確認による評価を実施す

る。上記を除いたものについては，設計・建設規格に基づき評

価を実施する。 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機では既工

認及び「原子炉格納容器

の設計条件に関する説

明書」の引用について本

資料で示す 

・評価方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では設

計・建設規格を用いて原

子炉格納容器の強度評

価を実施している（以

下，②の相違） 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

重大事故等クラス２機器であって非常用炉心冷却設備に係る

ろ過装置（ストレーナ）の評価は，技術基準規則の解釈第 17条

4に記載される「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備

に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・

12原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保安院制定））

の評価方針を考慮し，重大事故等クラス２機器としての評価を

実施する。 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料については，技術基準第 55条において材料は「使用前に

適用されるものとする。」と規定されていることから，重大事故

等クラス２機器（原子炉格納容器を除く。）及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の材料については，技術基準規則施行前に工事

に着手又は完成したものであって設計・建設規格又は告示第５

０１号における材料の規定によらない場合は，使用条件に対し

て適切であることを確認した材料を使用する設計とする。 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

2.1 重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉格納容器

を除く。）並びに重大事故等クラス２支持構造物（クラス１支

持構造物を除く。）の構造及び強度 

重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉格納容器

を除く。）並びに重大事故等クラス２支持構造物（クラス１支持

構造物を除く。）の評価における適用規格，評価方法の考え方を

図 2－1に示す。重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

２支持構造物において，施設時の技術基準に対象とする施設の

規定がある機器又は支持構造物で，クラスアップ又は条件アッ

プ＊1されておらず，既工認における評価結果がある場合は，そ

の評価結果の確認による評価を実施する（評価区分①）。 

なお，クラスアップされる機器であっても既に施設されてい

る機器であって，既工認において検定水圧試験を用いた評価結

果がある場合は，既工認での試験条件とクラス２機器の規定で

要求される試験条件が同じであることから，その評価の適用性

を確認し，既工認の確認による評価を実施する。 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では検定

水圧試験を用いた評価

を実施している設備が

ある 施設時の技術基準に対象とする施設の規定がない機器及び支

持構造物については，設計・建設規格による評価を実施する（評

価区分②）。 

施設時の技術基準に対象とする施設の規定がある機器又は支

持構造物でクラスアップ又は条件アップされており，施設時の

適用規格が告示第５０１号である機器又は支持構造物について

は，設計・建設規格又は告示第５０１号のいずれか安全側の規

格による評価を実施する。 

また，クラスアップ又は条件アップされておらず，既工認に

おける評価結果がない場合で，施設時の適用規格が告示第５０

１号である機器又は支持構造物については同じく設計・建設規

格又は告示第５０１号のいずれか安全側の規格による評価を実

施する（評価区分③）。 

上述する機器又は支持構造物以外については，設計・建設規

格による評価を実施する（評価区分④）。 

設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊2が規定されて

いない場合，同等性を示す評価方法により評価を実施する。よ

り精緻な評価が必要な場合は，クラス１容器の規定を準用した

評価方法により十分な強度を有することを確認する。 

8
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技術基準規則において，重大事故等クラス２機器の強度評価

については，延性破断，疲労破壊（各機器に属する伸縮継手及

び伸縮継手を除く管に限る。）及び座屈（容器及び管に限る。）

による破壊の防止が求められており，重大事故等クラス２支持

構造物の強度評価については，延性破断及び座屈による破壊の

防止が求められている。 

ただし，重大事故等クラス２管の疲労評価については，重大

事故等時は運転状態Ⅳを超える事象であり，発生回数が少なく

疲労に顕著な影響を及ぼす繰返し応力は発生しないこと，また，

設計基準対象施設と機能を兼用している設備については，設計

基準対象施設に対する要求事項に基づき疲労評価を実施してい

ることから，評価を省略する。 

注記＊1：クラスアップする機器とは，クラス１機器又はクラス２

機器に属さない機器のうち，重大事故等クラス２機器と

なるものをいう。条件アップする機器とは，設計基準対

象施設としての使用時における最高使用圧力及び最高

使用温度に，重大事故等時における使用圧力及び使用温

度が包絡されないものをいう。 

＊2：評価式とは設計・建設規格にて評価する場合，クラス２

機器の評価式，告示第５０１号にて評価する場合，第３

種機器の評価式を示す。 

・適用規格の相違

【東海第二】 

告示の適用年度によ

る機器のクラス分類の

相違（以下，③の相違） 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

図 2－1 評価区分の整理フロー ・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では検定

水圧試験を用いた評価

を実施している設備が

ある 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機では「既に

実施された評価結果」の

確認を行う機器はない 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

2.1.1 クラス２機器の規定に基づく評価 

(1) 強度計算における適用規格の選定

ここでは，重大事故等クラス２機器のうち図 2－1におい

て，「③設計・建設規格又は告示第５０１号のいずれか安全側

の規格による評価」に区分された機器の適用規格について説

明する。当該機器の施設時の適用規格は告示第５０１号であ

るため，設計・建設規格と告示第５０１号との比較を行い，

いずれか安全側の規格による評価を実施する。 

安全側の規格の選定は，両規格において公式による評価手

法と解析による評価手法が規定されていることから，以下「a. 

公式による評価の比較」及び「b. 解析による評価の比較」に

示す手法ごとに比較を行い実施する。 

a. 公式による評価の比較

公式による評価において評価結果に影響を与えるものとし

ては，評価式，評価式に用いる許容値及び係数並びに材料の

物性値がある。このうち係数については評価式を構成するも

のであることから評価式として扱う。材料の物性値について

は，物性値を割下げ率で除して許容値を設定されていること

からその影響は許容値に含まれることになる。よって，評価

式と許容値の 2つの項目について比較する。 

評価式及び許容値の比較は，評価対象部位ごとに実施する。

許容値の比較は，許容値が小さい方を安全側とする。ただし，

許容値の SI単位化による誤差は，単位換算によるものであり

工学的な意味合いはなく，評価結果に影響を与えないため，

ここでは相違するものとは見なさない。 

上記 2つの項目における比較において安全側の規格が容易

に判断できる場合は，安全側の規格として選定した設計・建

設規格又は告示第５０１号のいずれかにて評価を実施する。 

また，安全側の規格が容易に判断できない場合は設計・建

設規格及び告示第５０１号の両規格により評価を実施する。

両規格に相違がない場合は，設計・建設規格に基づき評価を

実施する。 
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b. 解析による評価の比較

解析による評価において安全側の規格が容易に判断できな

い場合は，設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格によ

り評価を実施する。 

・適用規格の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機ではクラ

スアップ又は条件アッ

プに伴い評価を実施し

ている機器がある 

(2) 規格の相違

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建

設規格及び告示第５０１号による評価について，評価式及び

許容値の 2つの項目について比較を実施し，安全側の規格を

整理した。 

以下に，両規格に相違が認められた評価項目例を示す。な

お，本項に記載の告示第５０１号の評価式は，両規格の比較

を行うため，SI単位系に換算したものを用いる。 
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a. 評価式

(a) 容器＊1 ・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機で強度評

価を行う重大事故等ク

ラス２容器において設

計・建設規格と告示第５

０１号の間で相違して

いる評価式は「平板の板

厚計算における係数」の

みである 

(b) ポンプ＊1 ・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機で強度評

価を行う重大事故等ク

ラス２管において設

計・建設規格と告示第５

０１号の間で相違して

いる評価式はない 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機で強度評

価を行う重大事故等ク

ラス２ポンプにおいて

設計・建設規格と告示第

５０１号の間で相違し

ている評価式は「ケーシ

ング各部形状の規定」及

び「うず巻ポンプ，ター

ボポンプ又は往復ポン

プのケーシングカバー

の厚さ計算における係

数（平板形）」のみであ

る 
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b. 許容値

(a) 弁＊1 ・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機では代表

例を記載している（以

下，④の相違） 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では許容

値であるｔ値の計算結

果を記載している。ま

た，代表として「制御棒

駆動水圧系」の計算結果

について記載している 

・記載方針の相違

【東海第二】 

④の相違
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(3) 選定規格

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建

設規格及び告示第５０１号の比較において，確認された安全

側の規格により評価を実施し，強度計算書に評価結果を記載

する。 

なお，設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格による

評価を実施したものにおいては，両規格による評価結果を計

算書に記載する。 
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2.1.2 クラス２機器の規定によらない場合の評価 

ここでは，設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊1

が規定されていない場合，又は，より精緻な評価を実施する

必要がある場合の評価方法について説明する。 

設計・建設規格及び告示第５０１号に評価式が規定されて

いない場合，同等性を示す評価式により評価を実施する。よ

り精緻な評価が必要な場合は，クラス１容器の規定を準用し

た評価により十分な強度を有することを確認する。 

図 2－2に重大事故等クラス２機器の技術基準規則適合性

確認フローを示す。今回の申請対象設備である重大事故等ク

ラス２機器の評価のうち，フローに基づき抽出された同等性

評価方法を以下に示す。 

a. 評価式が規定されていない場合

(a) 長方形板の大たわみ式＊2を用いた評価

(b) クラス３ポンプの規定を準用した評価

(c) ねじ山のせん断破壊式＊3を用いた評価

b. 精緻な評価を実施する必要がある場合

(a) クラス１容器（第１種容器）の規定を準用した評価

注記 ＊1：評価式とは設計・建設規格にて評価する場合は，ク

ラス２機器の評価式，告示第５０１号にて評価する

場合は，第３種機器の評価式を示す。 

 ＊2：機械工学便覧に記載されている 4辺単純支持の長方

形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわ

み式 

＊3：機械工学便覧に記載されているねじ山のせん断破壊

荷重評価式 

・適用規格の相違

【東海第二】 

③の相違
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図 2－2 重大事故等クラス２機器の技術基準規則適合性確認フロ

ー 

・適用規格の相違

【東海第二】 

③の相違
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(1) 長方形板の大たわみ式を用いた矩形ダクトの評価

重大事故等クラス２管のうち矩形ダクトについては，形状

が円形でないことから，設計・建設規格に規定されているク

ラス２管の円形を前提とした評価式を適用することができな

い。このため，矩形ダクトの強度評価については，以下に示

すとおりの重大事故等クラス２管の評価手法として妥当性を

確認した機械工学便覧に記載されている長方形板の大たわみ

式及び判断基準を用いた評価を実施する。 

a. 評価式

クラス２管の評価式を適用できない矩形ダクトについて，

矩形ダクトの任意のダクト鋼板面のうち 2辺は他の 2つの側

面のダクト鋼板で支持されており，残りの 2辺は補強部材（及

び接続材）で支持された，4辺単純支持長方形板と見なすこ

とができる。実際の使用条件では，この鋼板面に圧力と自重

の等分布荷重である面外荷重が作用する。鋼板面は，この面

外荷重により薄い平板が板厚の半分以上大きくたわみ，膜引

張応力状態で応力の釣合いが保たれ，鋼板中心部で最大応力

が発生する。このように，薄い平板が板厚の半分以上の比較

的大きなたわみを生じる挙動を示す場合の応力評価には，機

械工学便覧記載の長方形板の大たわみの式（次項に示す 2つ

の式）が適していることから，矩形ダクトの強度評価には，

機械工学便覧記載の 4辺単純支持長方形板の大たわみ式を用

いる。 

図 2－3に矩形ダクトの概要図を示す。 

図 2－3 矩形ダクト概要図 
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計算に使う記号 
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b. 判断基準

矩形ダクトの強度評価では，設計・建設規格のクラス２管

に規定のある厚さ計算及び応力計算を参考とし，機械工学便

覧記載のたわみの式を適用した評価を実施する。また，判断

基準については以下のとおりとし，裕度については設計・建

設規格のクラス２管の規定における許容引張応力Ｓ値を適用

する。 

(a) 厚さ計算

最小板厚を求める場合は，面外荷重による一次応力σｍａｘ

を許容引張応力Ｓ値に置換えて，2式を解き，両辺を満足す

るδｍａｘ及びｔを求める。この時のｔを矩形ダクトの計算上

必要な厚さと定義し，ダクトの実際使用厚さが計算上必要な

厚さを満足することを確認する。 

(b) 応力計算

一次応力を求める場合は，ダクトの公称値を用いて，2式

を解き，両辺を満足するδｍａｘ及びσｍａｘを求める。この時

のσｍａｘを矩形ダクトの一次応力と定義し，一次応力が許容

引張応力Ｓ値の 1.5倍以下であることを確認する。 
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(2) クラス３ポンプの規定を準用した立形ポンプの評価

重大事故等クラス２ポンプのうち立形ポンプについては，

設計・建設規格におけるクラス２ポンプに評価式が規定され

ていないため，立形ポンプの強度評価については，以下に示

すとおりの重大事故等クラス２ポンプの評価手法として妥当

性を確認した設計・建設規格に規定されているクラス３ポン

プの評価式及び判断基準を用いた評価を実施する。 

a. 評価式

クラス２ポンプ及びクラス３ポンプのケーシングの強度評

価式を表 2－1に示す。 

ケーシングの厚さの評価式については，一般的な材料力学

における内圧を受ける薄肉円筒の式又は内圧を受ける円筒の

応力式である Lameの修正式に基づいており，横形ポンプにお

いては，クラス２ポンプとクラス３ポンプの考え方は同一で

あり，技術的に同一の強度を有することが要求されている。

この考え方については，クラス２管とクラス３管の厚さ計算

についても同様であることから，クラス２ポンプに評価式が

規定されていない重大事故等クラス２ポンプのうち立形ポン

プのケーシングの強度評価については，クラス３ポンプに規

定されている立形ポンプの評価式を用いる。 
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表 2－1 設計・建設規格 ケーシングの強度評価式 

b. 判断基準 ・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機では判断

基準について記載して

いる 

立形ポンプのケーシングの強度評価は，クラス３ポンプに

規定されている立形ポンプの評価式を用いた評価を実施する

が，評価式に用いる許容引張応力 S値については設計・建設

規格のクラス２ポンプのケーシングの規定を適用する。 
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(3) ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価

重大事故等クラス２管のうちねじ込み継手については端部

がねじ部であるため設計・建設規格に規定されているクラス

２管の評価式を適用することができない。このため，ねじ部

の強度評価については，以下に示す機械工学便覧に記載され

ているねじ部のせん断破壊評価式を準用した評価を実施す

る。 

a. 評価式

クラス２管の評価式を適用できないねじ部のせん断応力評

価について，使用するねじはＪＩＳ Ｂ ８２４６（2004）

「高圧ガス容器用弁」におけるガス充てん口ねじに適合した

ものを使用することから，ねじ部の強度評価に用いられる機

械工学便覧記載のねじ山のせん断破壊式を用い評価する。ま

た，継手部の厚さ計算については設計・建設規格に規定され

ている計算上必要な厚さの規定を用いる。 

図 2-4にねじ込み継手の概要図を示す。 

図 2-4 ねじ込み継手概要図 
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計算に使う記号 

b. 許容値

ねじ部のせん断評価は，機械工学便覧記載のせん断破壊式

を準用した評価を実施するが，ねじ込み継手は管と管とを接

続する継手であることから，許容値については設計・建設規

格クラス２管の規定における許容引張応力Ｓを基に求めた許

容せん断応力Ｓ/√3を適用する。 
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(4) クラス１容器の規定を準用又は参考とした評価

重大事故等クラス２機器の評価において，公式による評価

を満足しない部位については，より精緻な評価を実施する必

要があるため，設計・建設規格にて規定されている準用規定

に基づき，クラス１容器の規定を準用し，解析による評価を

実施する。そのため機器によっては，公式による評価と解析

による評価を組合せ，その健全性を確認する方針とする。 

クラス１容器の規定を満足しない場合は，重大事故等時に

求められる機能を発揮できるよう，クラス１容器の規定を参

考とした評価を実施する。 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では対象

設備がないものの基本

方針を示す資料として

記載している 

a. 公式による評価と解析による評価の組合せ

設計・建設規格のクラス２機器の評価は公式による評価が

基本となるが，公式による評価を満足しない部位を含む機器

は，公式による評価と解析による評価を組合せた評価を実施

する。 

(a) クラス２機器の公式による評価

設計・建設規格クラス２機器の評価については，設計・建

設規格 PVC-3000（クラス２容器の設計），PPC-3000（管の設

計），PMC-3000（クラス２ポンプの設計）の各機器の規定にお

いて，胴，管，ケーシング等の一般部の板厚評価式，開口部

に対する補強及びフランジの簡易評価式等，強度評価式が

種々に与えられているが，構造不連続部等の局所に着目した

強度評価手法については明確にされていない。 

設計・建設規格のクラス２機器であっても，構造不連続部

等の局所的に応力が高い部位も存在すると考えられるが，各

機器の規定されている強度評価は，一般部に対し，許容値を

低く設定（許容引張応力Ｓ）して裕度のある評価を行うこと

で，局所の健全性も担保している。 

(b) 解析による評価

評価対象部位のうち公式による評価を満足しない部位につ

いては，より精緻な評価としてクラス１容器の規定を準用し，

解析による評価を実施する。解析による評価は，構造不連続

部等の局所的に応力が高い部位を模擬した詳細な解析に応じ

た許容値（設計応力強さＳｍ）を設定し，より精緻な評価を行

うことで，局所の健全性を確認している。 
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(c) 評価対象部位間の相互影響

前述の(b)項に記載の機器は，評価対象部位ごとに公式と解

析による評価が混在する機器であり，以下に示すとおり部位

間の相互影響を適切に考慮することで，機器としての健全性

を確認する。 

イ. 一体構造体

主管に設けられた管台等の一体構造体中に存在する構造不

連続部等の局所では，一般部に比べ発生応力が大きくなり，

その局部応力により局所周辺も発生応力が引き上げられると

考えられる。そのため，局部応力が隣接する部位に及ぼす影

響の有無を適切に評価する必要がある。 

局部応力が隣接する部位に及ぼす影響については，設計・

建設規格解説にその考え方が示されており，設計・建設規格 

解説 PVB-3513（補強面積の設置条件）及び設計・建設規格 

解説 PVB-3530（補強をしない穴の適合条件）では，殻理論

に基づく軸対称殻上の局所が及ぼす影響範囲について示され

ている。設計・建設規格 解説 PVB-3513には「0.5√Ｒ・

ｔ内に局部応力のほとんどが収まる」と示されている。 

以上のことから，主配管に設けられた管台等の一体構造体

内に存在する構造不連続部等の局所の評価について，局部応

力が及ぼす影響範囲 0.5√Ｒ・ｔを網羅するように適切にモ

デル化することで，一体構造体として評価を実施する。 

ロ. 一体でない構造体

フランジとボルト等の一体でない異なる構造体中に存在す

る評価対象部位間では，荷重・変位伝達等を個別に設定する

ことで，独立した部位として個々に評価を実施する。 
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2.2 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重大事故

等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物の構造及

び強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55条において，

「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

こと」が要求されている。 

クラス１機器については，重大事故等時に流路としての機能

が要求され，重大事故等クラス２機器となることから，設計上

定める条件として重大事故等時の使用圧力，使用温度，事故時

荷重等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾性域に抑

えることについては，それと同等以上の性能を有していること

を確認する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器の強度評価に

当たっては，既に施設された設備であることから，設計・建設

規格と告示第５０１号の比較を行い，いずれか安全側の規格に

よる評価を基本とし，設計上定める条件である重大事故等時に

おける使用圧力，使用温度及び事故時荷重に対して，供用状態

Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕度を有する設計とし，その

評価条件においても塑性変形が小さなレベルに留まって延性破

断に対して十分な余裕を有し，流路としての十分な機能が保持

できることを確認する。なお，上述の評価条件及び判断基準を

満たす既に実施された評価がある場合は，その評価結果の確認

を実施する。 

・評価条件の相違

【東海第二】 

島根２号機ではより

保守的な評価として設

計・建設規格と告示第５

０１号のうち安全側の

規格による評価として

いる 

また，重大事故等クラス２支持構造物は，技術基準規則第 55

条において，「重大事故等クラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせ

るおそれがあるものにあっては，設計上定める条件において，

延性破断及び座屈が生じないこと」が要求されていることから，

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器に溶接により取

り付けられている支持構造物については，重大事故等クラス２

機器であってクラス１機器と同様に，設計上定める条件である

重大事故等時における使用圧力，使用温度及び自重に対して，

供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕度を有する設計

とする。 

なお，上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された

評価結果がある場合は，その評価結果の確認を実施する。 
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注記＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 

PVB-3111において，鋼材の究極的な強さを基に，弾性計

算により塑性不安定現象の評価を行うことへの理論的安

全裕度を考慮して定めたものであり，一次一般膜応力（Ｐ

ｍ）は 2/3Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）＋一次曲げ応力（Ｐ

ｂ）は 1.5×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）と規定されている。前者は，

膜応力であり断面の応力がＳｕに到達すると直ちに破損

に至るため割下げ率 1.5を考慮して規定されているが，

後者は，断面表面がＳｕに到達しても断面内部は更なる耐

荷能力があり直ちに破損には至らないため割下げ率は

1.0としている。設計・建設規格に規定されている供用

状態Ｄの許容応力は，耐圧機能維持の観点から，安全評

価上の仮定に保証を与えるものであり，それを適用する

ことについては，材料の究極的な強さに対して適切かつ

十分な裕度を持った設計となる。 
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2.3 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の構造及び

強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55条において，

「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

こと」が要求されている。 

原子炉格納容器については，重大事故等時に放射性物質の閉

じ込め機能が要求され，重大事故等クラス２機器となることか

ら，設計上定める条件として重大事故等時の使用圧力，使用温

度等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾性域に抑え

ることについては，それと同等以上の性能を有していることを

確認する。 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の強度評価

に当たっては，Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する

説明書」において重大事故等時における原子炉格納容器の放射

性物質の閉じ込め機能評価においても用いた設計・建設規格に

よる評価を基本とし，設計上定める条件である重大事故等時に

おける使用圧力及び使用温度を上回る原子炉格納容器の健全性

評価の評価条件に対して，供用状態Ｄの許容応力＊を目安とし

た，十分な裕度を有する設計とし，その評価条件においても塑

性変形が小さなレベルに留まって延性破断に対して十分な余裕

を有し，放射性物質の閉じ込め機能としての十分な機能を保持

できることを確認する。なお，上述の評価条件及び判断基準を

満たす既に実施された評価がある場合は，その評価結果の確認

を実施する。 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・適用規格の相違

【東海第二，柏崎 7】 

②の相違

・評価方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では使用

圧力及び使用温度を上

回る条件に対して評価

を実施している 

・適用規格の相違

【柏崎 7】 

②の相違
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・炉型の相違

【柏崎 7】 
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注記＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 PVB-3111

において，鋼材の究極的な強さを基に，弾性計算により塑

性不安定現象の評価を行うことへの理論的安全裕度を考

慮して定めたものであり，一次一般膜応力（Ｐｍ）は 2/3

Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）＋一次曲げ応力（Ｐｂ）は 1.5

×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）と規定されている。前者は，膜応力で

あり断面の応力がＳｕに到達すると直ちに破損に至るため

割下げ率 1.5を考慮して規定されているが，後者は，断面

表面がＳｕに到達しても断面内部は更なる耐荷能力があり

直ちに破損には至らないため割下げ率は 1.0としている。 

設計・建設規格に規定されている供用状態Ｄの許容応力

は，耐圧機能維持の観点から，安全評価上の仮定に保証を

与えるものであり，それを適用することについては，材料

の究極的な強さに対して適切かつ十分な裕度を有した設

計となる。 

・適用規格の相違

【柏崎 7】 

②の相違

・設計方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機において

は原子炉格納容器が供

用状態Ｄの許容応力を

目安とした十分な裕度

を有する設計としてい

る 

・適用規格の相違

【柏崎 7】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では左記

の評価を行う設備はな

い 
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2.4 設計・建設規格又は告示第５０１号における材料の規定によ

らない場合の評価 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料について，技術基準規則施行前に工事に着手又は完成し

たものであって設計・建設規格又は告示第５０１号における材

料の規定によらない場合の評価については，以下の方針に従っ

て，重大事故等対処設備として使用される圧力，温度，荷重そ

の他の使用条件に対して適切な材料であることを確認する。 

(1) 機械的強度及び化学的成分

設計・建設規格又は告示第５０１号に使用可能な材料とし

て規定されていない材料を使用している場合は，機械的強度

及び化学的成分について，使用材料とクラス２機器に使用可

能な材料として規定されている材料との比較又は求められる

機能を考慮し，使用材料が重大事故等対処設備として使用さ

れる圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切である

ことを確認する。 

a. 機械的強度

(a) 評価項目の選定

機械的強度については，使用材料と比較対象となるクラス

２機器に使用可能な材料として規定されている材料の材料規

格である日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）等に規定さ

れている機械的性質のうち機械的強度の評価について必要な

項目の選定を行う。選定結果を表 2-2「機械的強度における

評価項目の選定結果」に示す。 
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表 2－2 機械的強度における評価項目の選定結果 

(b) 機械的強度の適切性の確認

評価項目として選定された引張強さ及び降伏点又は耐力に

ついて，使用材料と設計・建設規格においてクラス２機器に

使用可能な材料として規定された材料との比較又は求められ

る機能を考慮し，使用条件に対して適切な機械的強度を有し

ていることを確認する。 
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b. 化学的成分

(a) 評価項目の選定

化学的成分の評価項目は，使用材料と比較対象となるクラ

ス２機器に使用可能な材料として規定されている材料の材料

規格であるＪＩＳ等に記載されている化学的成分とする。 

(b) 化学的成分の適切性の確認

評価項目として選定された化学的成分について，使用材料

と設計・建設規格においてクラス２機器に使用可能な材料と

して規定されている材料との比較を行い，化学的成分規定値

に差異があった場合は，化学的成分ごとの影響を確認し，使

用条件において材料に悪影響を及ぼす差異でないことを確認

する。あるいは，求められる機能を考慮し，使用条件に対し

て適切な材料であることを確認する。なお，各化学的成分の

影響については，表 2-3「化学的成分が材料に及ぼす影響整

理表」のとおり整理する。 

表 2－3 化学的成分が材料に及ぼす影響整理表 
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(2) 破壊じん性

a. 破壊じん性試験不要となる材料の規定

破壊じん性については，設計・建設規格に規定されている

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当する材料である

ことを確認する。 

破壊じん性試験不要となる材料の規定＊ 

・厚さが 16mm未満の材料

・断面積が 625mm2未満の棒の材料

・呼び径が 25mm未満のボルト等の材料

・外径が 169mm未満の管の材料

・厚さが 16mm，又は外径が 169mm未満の管に接続されるフ

ランジの材料及び管継手の材料

・オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金

・非鉄金属

注記＊：一例としてクラス２容器の除外規定（設計・建設規格 

PCV-2310）を記載している。 

b. 破壊じん性の確認

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当しない機器の

破壊じん性については，施設時の要求を考慮し，以下のとお

りとする。 

(a) 施設時に破壊じん性が要求されていた設備

該当施設は，施設時の規格の要求に基づき十分な破壊じん

性を有していることを確認している。また，材料の破壊じん

性値は，一般的に温度が低くなるにつれて低下することから，

脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度について，重大

事故等対処設備として使用される値が設計基準対象施設とし

ての値を有意に下回らないこと又は使用条件を考慮して影響

がないことを確認する。 
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(b) 施設時に破壊じん性が要求されていなかった設備

対象設備は，機器クラスがクラス３機器（工学的安全施設

を除く。），クラス４管及び Nonクラス＊に該当する設備であ

り，施設時における破壊じん性に対する要求がないことから，

材料のじん性は確認されていないが，設計基準の使用条件に

応じた材料が選定されている。重大事故等対処設備としての

使用条件と設計基準対象施設としての条件が大きく変わらな

いことを確認することで，使用条件下での脆性破壊に対する

じん性は同じであるとみなせることから，脆性破壊に対して

影響を与える最低使用温度について，重大事故等対処設備と

しての値が設計基準対象施設としての値を有意に下回らない

こと又は使用条件を考慮して影響のないことを確認する。 

注記＊：技術基準規則第 2条第 2項第 28号，第 32号，第 33号，

第 34条及び第 35号に規定する「原子炉格納容器」，「ク

ラス１容器」，「クラス１管」，「クラス１ポンプ」，「クラ

ス１弁」，「クラス２容器」，「クラス２管」，「クラス２ポ

ンプ」，「クラス２弁」，及びこれらを支持する構造物，「ク

ラス３容器」，「クラス３管」，「クラス４管」，炉心支持構

造物並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省

令の規定を準用するもの以外の容器，管，ポンプ，弁又

は支持構造物 
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上述の(a)項，(b)項において比較対象となる設計基準対象

施設としての最低使用温度は屋外に施設される機器において

は松江地方気象台の気象観測記録における最低温度である－

8.7℃，原子炉格納容器の最低使用温度は－8℃，原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する機器及び屋内に設置されている

機器においては建物内雰囲気温度の最低温度である 10℃，海

水と接する設備は海水の最低温度である 8℃がそれぞれ設定

されている。 

・建設場所の相違

【東海第二，柏崎 7】 

・設計方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

建設時に考慮する環

境条件の相違による 

重大事故等時において屋外の最低気温が変わることはない

ため，原子炉格納容器及び屋外に施設される機器の最低使用

温度は設計基準対象施設として設定された値を下回ることは

ない。屋内に施設される機器のうち，重大事故等時において

通水される内部流体が高温流体の場合は，設計基準対象施設

として設定されている最低使用温度 10℃を下回ることはな

く，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器については，

重大事故等時において原子炉冷却材圧力バウンダリは高温状

態となるため，設計基準対象施設として設定されている最低

使用温度 10℃を下回ることはない。また，屋内に施設される

機器のうち，重大事故等時において通水される内部流体のう

ち最も温度が低い海水においても最低海水温度が 8℃であり，

設計基準対象施設として設定されている最低使用温度 10℃を

有意に下回ることはない。 

・建設場所の相違

【東海第二，柏崎 7】 

以上より，(a)項に該当する施設時に破壊じん性が要求され

ていた機器において，材料の破壊じん性に影響を与える最低

使用温度が設計基準対象施設として設定されている値を重大

事故等対処設備としての値が下回らない機器については，施

設時に確認した破壊じん性が重大事故等対処設備としての材

料要求される破壊じん性を包絡しており，重大事故等対処設

備としての評価は省略する。 

最低使用温度が設計基準対象施設として設定されている値

を重大事故等対処設備としての値が下回る機器については，

使用条件を考慮して問題のない材料であることを確認する。 

(b)項に該当する施設時に破壊じん性が要求されていなか

った機器において，設計基準対象施設としての最低使用温度

と重大事故等対処設備としての最低使用温度とを比較し，使

用条件に応じた材料が規格に適合していること若しくは使用

条件を考慮して問題のない材料であることを確認する。 
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(3) 非破壊試験

a. 非破壊試験の実績確認

重大事故等クラス２機器に属する鋳造品については，非破

壊試験の実施の有無を確認する。 

b. 非破壊試験の実績の考慮

強度計算に用いる許容値に，非破壊試験実施の有無による

品質係数を適用することで，材料の品質を適切に考慮した強

度評価を実施する。 
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